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第７６０回教育委員会会議録 

 平成２７年３月２３日、御殿場市教育委員会３月定例会を御殿場市役所第１委員

会室に招集する。 

 

１． 出席した委員   

１番委員 小 見 山 司 朗  ２番委員 勝 又 英 和 

３番委員 勝 又 將 雄    ４番委員 福 島 東 

５番委員 岩 瀬 こずえ 

   

２．番外に出席した者 

教育部長            教育総務課長  

学校教育課長          社会教育課長  

学校給食課長          学校教育課課長補佐  

 

教育委員会事務局職員 教育総務課副参事  

教育総務課主幹   

教育総務課主任   

教育委員長 

 

ご苦労さまでございます。本日は、全員の出席をいただいており

ますので委員会は成立いたします。 

教育委員長 ただ今から、御殿場市教育委員会３月定例会を開会いたします。 

                  開 会 午後１時３０分 

教育委員長 本日の委員会は、事前にお手元に配布しております日程により進

行いたしますのでご了承願います。 

教育委員長 それでは会議録署名人の指名を行います。 

委員長の指名により決定することにご異議ございませんか。 

 （異議なし）  

教育委員長 ご異議がないようですので、こちらから指名いたします。 

４番福島委員と５番岩瀬委員にお願いいたします。 

次に会期でありますが、本日１日間といたします。 

なお、定例会終了後、委員会協議会を開催いたしますので、よ

ろしくお願いします。 

初めに当局から一言お願いします。 

教育部長  今日はご苦労さまでございます。今年度最後の定例教育委員会と

いうことで、よろしくお願いしたいと思います。来年度に向けての

幾つかの議題がありますけれども、少し就学援助等のボリュームも

ありますので説明の仕方ですとか、後程、説明があるかと思います

がご理解いただければと思います。よろしくお願いします。以上で

ございます。 
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教育委員長 それでは議事に入ります。初めに御教議第１３号「御殿場市教育

委員会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について」、御

教議第１４号「御殿場市教育委員会の権限に属する事務の補助執行

に関する規則の一部を改正する規則の制定について」、及び御教議

第１５号「御殿場市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

の一部を改正する規則の制定について」は関連がありますので一括

議題といたします。 

それでは内容説明をお願いいたします。 

教育総務課長  それでは議案の朗読をさせていただきます。 

（議案書朗読） 

 内容につきましては新旧対照表で説明致しますので、５ページ・

６ページをお願いいたします。御承知の通り平成２７年度から子ど

も子育て支援制度の施行がされます。市では幼稚園・保育園の窓口

の一元化を求められ、当市としては幼稚園に関連する事務を子ども

育成課で所掌することになっております。 

 ただし、教育と人事に関することにつきましては従前どおり教育

委員会が所掌することになっております。御教議第１３号から１４

号・１５号につきましては、これに伴う改正となりますので一括審

議とさせていただきました。 

 ６ページとなりますが、まず、教育総務課の分掌事務の内、第３

条教育総務課とありますが、第１２号・第１８号及び２０号から２

４号までにつきましては、これを子ども育成課に移管することか

ら、「市立幼稚園に関することを除く」という言葉を加えるもので

あります。また、附則といたしましてこの改正の施行日は平成２７

年４月１日となります。先程申し上げた、人事・教育以外の部分が

ここにあらわされているものです。 

 次のページをお願いいたします。ここで御教議第１４号となりま

すので、また、議案を朗読させていただきます。 

（議案書朗読） 

 ９ページ・１０ページをお願い致します。第２条の補助執行で、

次の表の右欄に書かれる事務を補助執行させるという事になって

います。これは、第１号の入退園に関すること、第２号の授業料等

に関することについては既に平成２６年度から、子ども育成課に移

管されている事務です。この規則を、１０ページに変更致しまして、

これに加えまして平成２７年度からは先程の分掌事務のところに

ありましたが、御殿場市立幼稚園に関することの内、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律の内、第２３条第２・４・６・７・１

０号について子ども育成課に移管するものです。ここにございます

第２３条の２号は財産の管理に関することになります。教育機関の
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用に供する財産です。第４号につきましては、児童及び幼児の入

学・転学に関することになります。第６号は、教材の取り扱いに関

することです。教科書等は小・中学校のみですので教材のみが幼稚

園に該当するものになります。第７号は校舎その他施設器具の設備

の整備に関することという事で、ハード整備に関することが子ども

育成課に動きます。また、１０号といたしまして学校その他これは

幼稚園となりますが教育機関の環境衛生に関することというもの

を平成２７年度から子ども育成課に移管することになります。 

 なお、附則になりますが施行日は平成２７年４月１日となりま

す。 

 次のページをお願いします。御教議第１５号についても、議案を

朗読させていただきます。 

（議案書朗読） 

 １３・１４ページをお開きください。こちらは従前、市長部局の

から教育委員会へ補助執行があった訳ですが、第２条につきまして

は市長部局の事務を教育委員会に移管しておりますが、本文の第２

条の市立幼稚園に関する事務を除くという文言を加えまして、第１

号から第３号について子ども育成課がこの事務を執行するもので

あります。また、第１号につきましては文言整理ということで、「管

理」を「処分」という言葉に整理させていただいております。附則

といたしましては、同じく施行日は平成２７年４月１日となってお

ります。 

 御教議第１３号から１５号までの説明は以上です。 

教育委員長  ただ今御教議第１３号、第１４号、第１５号について内容説明

がなされましたが、本案について質疑を求めます。 

教育委員長 質疑も無いようですので、本案を原案どおり承認することにご異

議ございませんか。 

（異議なし） 

教育委員長 ご異議が無いようですので、御教議第１３号「御殿場市教育委員

会事務局処務規則の一部を改正する規則の制定について」、御教議

第１４号「御殿場市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関

する規則の一部を改正する規則の制定について」、及び御教議第１

５号「御殿場市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一

部を改正する規則の制定について」は原案どおり承認することに決

しました。 

教育委員長 次に、御教議第１６号「御殿場市立幼稚園園則の一部を改正する

規則の制定について」を議題といたします。説明をお願い致します。 

教育総務課長 ただいま議題となりました御教議第１６号につきまして内容説
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明をいたします。最初に議案の朗読を行います。 

（議案書朗読） 

 １７・１８ページをお開きください。背景は先程と同様となりま

すが、子ども子育て支援制度が平成２７年４月１日から開始される

ことに伴い、幼稚園の授業料が定額、月々７，０００円から法改正

に伴いまして所得に応じた授業料金額、応能負担となります。その

ため、授業料徴収条例の廃止が予定されています。これは平成２７

年度末であります。これに伴いまして、新たな規則が設けられるこ

とになりますので、まず第１６号を削除して第１７条を１条繰り上

げるものです。 

 なお、平成２７年度につきましては授業料は従前通りとなり、７，

０００円となりますが、それについては経過措置で対応するという

事になっています。 

 また、１９ページから２４ページまでが様式の改正となっており

ます。 

 ２６ページをお願いします。こちら附則になりますが、施行期日

につきましては第１項で子ども子育て支援法の施行の日という事

で平成２７年４月１日から施行という事になります。また、第２項

で、従前の様式で通知されたものにつきましても有効とするという

経過措置を設けているものであります。 

 説明は以上です。 

教育委員長 ただ今内容説明がなされましたが、本案について質疑を求めま

す。 

教育委員長  質疑も無いようですので、本案を原案どおり承認することにご

異議ございませんでしょうか。 

（異議なし） 

教育委員長 ご異議が無いようですので、御教議第１６号「御殿場市立幼稚

園園則の一部を改正する規則の制定について」は原案通り承認す

ることに決しました。 

教育委員長 次に、御教議１７号「御殿場市学校等体育施設夜間開放実施要

綱の一部を改正する告示の制定について」を議題といたします。

説明をお願いします。 

教育総務課長  それでは、議案を朗読させていただきます。 

（議案書朗読） 

 ３１・３２ページをお開きください。学校等体育施設の夜間開

放事務につきましては、市長部局に文化スポーツ課が発足した時

から担当を移管しておりましたが、要綱の改正漏れが今回判明し

たため、ここで改正するものです。また、これに併せまして、様

式第３号の中にある「教育委員会社会教育課」というところを「文
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化スポーツ課」に直すものです。施行日は、３４ページとなりま

すが公示の日からということになります。また、経過措置としま

して先程と同様、第２項でありますが従前の規定により作成した

帳票と用紙は当分の間、印刷のある限りは使用できることをこち

らで規定しております。 

 説明は以上であります。 

教育委員長 ただいま御教議第１７号について内容説明がなされましたが、本

案について質疑を求めます。 

教育委員長 質疑も無いようですので、本案を原案通り承認することにご異

議ございませんか。 

（異議なし） 

教育委員長 ご異議が無いようですので、御教議第１７号「御殿場市学校等

体育施設夜間開放実施要綱の一部を改正する告示の制定につい

て」は原案どおり承認することに決しました。 

教育委員長  続きまして、御教議第１８号「社会教育指導員の任命について」

を議題といたします。それでは内容説明をお願いします。 

社会教育課長 それでは議案書の３５ページをご覧ください。最初に議案の朗

読を行います。 

（議案書朗読） 

 ３６ページが平成２７年度における任命者の一覧となっており

ます。社会教育指導員は、御殿場市社会教育指導員設置規則によ

り設置しているもので、社会教育に関する専門的知識・指導技術

を有する方から教育委員会が任命することとなっております。こ

の度、平成２７年度の任命について承認をお願いするものであり

ます。 

 各指導員はそれぞれ、青少年センター・家庭教育学級・はれば

れダイヤル等々、また図書館運営に関して担当して頂くというこ

とを想定しています。 

 １番・２番は再任となります。３番・４番については新任です。

５番についても再任となります。図書館の関係について指導頂く

事になっております。 

 なお、任命期間は１年間、平成２８年３月３１日までとなって

おります。 

 説明は以上です。 

教育委員長 ただ今内容説明がなされましたが、本案について質疑を求めま

す。 

（質疑） 

教育委員長 任期は３年でしょうか。 
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社会教育課長 １年となっております。 

教育委員長 他に何かございますか。他に質疑も無いようですので、本案を

原案どおり承認することにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

教育委員長 ご異議が無いようですので、御教議第１８号「社会教育指導員

の任命について」を原案どおり承認する事に決しました。 

教育委員長  続きまして、御教議第１９号「御殿場市立小・中学校の通学区

域を定める規則の一部を改正する規則の制定について」を議題と

いたします。それでは内容説明をお願いします。 

学校教育課長 ただ今議題となりました御教議第１９号につきまして内容をご

説明申し上げます。最初に議案の朗読を行います。 

（議案書朗読） 

 この度の改正につきましては竈区に２９組が新設されたため、

通学区域を定める規則の一部を改正するもので、別表中について

所要の改正を行うものです。併せて、文言の整理を行います。具

体的な説明につきましては新旧対照表で説明致しますので、議案

書の３９・４０ページをご覧ください。富士岡小学校・朝日小学

校の竈２７組の後に２９組を追加し、併せて文言の整理を行った

ものです。文言の整理というのは、まで・及び等の言葉が入って

おります。 

 次に４１ページ・４２ページをご覧ください。富士岡中学校の

竈２７組の後に２９組を追加しております。 

 以上で内容説明を終わりにさせていただきます。 

教育委員長 ただ今内容説明がなされましたが、本案について質疑を求めま

す。 

教育委員長 何かございますか。質疑も無いようですので、本案を原案どお

り承認することにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

教育委員長 ご異議が無いようですので、御教議第１９号「御殿場市立小・

中学校の通学区域を定める規則の一部を改正する規則の制定につ

いて」を原案どおり承認する事に決しました。 

教育委員長 次に、御教議第２０号「平成２７年度就学援助について」を議

題といたします。本案については秘密会といたしますので、関係

者以外は退席をお願いします。 

（秘密会） 

教育委員長 それでは説明をお願いします。 

学校教育課長 ただ今議題となりました御教議第２０号について内容説明を致

します。議案書４３ページをお開き願います。最初に議案の朗読
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を行います。 

（議案書朗読） 

（概要説明） 

学校教育課 

課長補佐 

 それでは、内容につきまして説明させていただきます。 

（内容説明） 

 以上で内容説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

教育委員長  ただ今内容説明がなされましたが、本案について質疑を求めま

す。 

（質疑） 

教育委員長 他に質疑もないようですので、本案を一部修正して承認するこ

とにご異議ございませんか。 

（異議なし） 

教育委員長 ご異議が無いようですので、御教議第２０号「平成２７年度就

学援助について」を一部修正して承認することに決しました。 

教育委員長 それでは秘密会を解き会議を続行します。 

他に何かございますか。 

教育委員長 他に無いようですので、以上をもちまして御殿場市教育員会３

月定例会を閉会といたします。 

 

 

会議録署名人 

 

 

上記のとおり相違ないことを証明するため署名する。 
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